
【 魚介類の名称のガイドライン 】 （消費者庁「食品表示基準Q&A」別添）
「魚介類の名称のガイドライン」は、生鮮魚介類および水産物加工食品を扱う事業者等に対し、食品表示法に
基づき魚介類の名称を表示し、又は情報として伝達する際に参考となる考え方や事例を示すものです。

成長段階に応じた名称（成長名）や季節に応じた名称（季節名）がある魚介類について
は、成長名や季節名がその内容を表すものとして一般に理解されるものである場合は、そ
れらの名称を表示することができます。
（例）○成長名

・ ブリ ⇒ ワカシ → イナダ → ワラサ → ブリ（東京）
⇒ ツバス → ハマチ → メジロ → ブリ（大阪）

○季節名
・ サケ ⇒ アキサケ・アキアジ（秋頃に産卵のために沿岸に回遊してきたもの）

トキサケ・トキシラズ（春から初夏に沿岸に回遊してきたもの）

「２ 成長名、季節名」 から抜粋

ブランド名（商品名）は、食品表示法に基づく魚介類の「名称」ではないことから、 魚介類
の名称としては使用できません。

（例）

「６ ブランド名」 から抜粋

ブランド名（商品名） 魚介類の名称（標準和名） 
関さば マサバ
越前ガニ ズワイガニ
明石タコ マダコ
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抜粋

「魚介類の名称のガイドライン」の内容は
 右記QRコードより、ご参照ください。
リンク先URL：
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labelin
g_act/assets/food_labeling_cms201_220615_11.pdf
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「魚介類の名称のガイドライン」では、別表１に「国産の生鮮魚介類の名称例」、別表２に「海外漁場魚介類及び外来種の名称例」が例示されています。
最新版のガイドラインから表示を行う魚介類の名称をしっかりと確認し、消費者に誤解を招くことのない適切な表示を実践しましょう。

抜粋 抜粋




